
                                  主　　　　　　　文
　被告会社Ａ株式会社を罰金３６００万円に，被告会社有限会社Ｂを罰
金３００万円に，被告人Ｃ及び被告人Ｄをそれぞれ懲役２年に，被告人Ｅ
及び被告人Ｆをそれぞれ懲役１年６月に，被告人Ｇ及び被告人Ｈをそれ
ぞれ懲役１年に，被告人Ｉを懲役１０月に処する。
　被告人Ｃ，被告人Ｄ，被告人Ｅ，被告人Ｇ，被告人Ｆ，被告人Ｈ及び被
告人Ｉに対し，この裁判が確定した日から３年間，それぞれその刑の執
行を猶予する。

（証拠により認定した罪となるべき事実の要旨）
　被告会社Ａ株式会社（以下「被告会社Ａ」という。）は，東京都千代田区ａ町ｂ丁目ｃ番
地に本店を置き，札幌市中央区ｄ丁目ｅ番地に札幌出張所を，平成５年１０月１日ころか
ら同１４年６月３０日ころまでの間，宮城県宮城郡ｆ町ｇ丁目ｈ番地ｉに仙台営業所をそれ
ぞれ設けるなどして，食肉等の製造加工及び販売業等を営むもの，被告人Ｃは，同被
告会社の東北営業部長として上記仙台営業所の業務全般を統括していたもの，被告人
Ｄは，同被告会社の仙台営業所長として同営業所の業務全般を掌理していたもの，被
告人Ｅは，同被告会社の仙台営業所長代理として同営業所長を補佐していたもの，被
告人Ｇは，同被告会社の同営業所営業担当をしていたもの，被告会社有限会社Ｂ（以
下「被告会社Ｂ」という。）は，同県石巻市ｊ町ｋ番ｌ号に本店を置き，食肉畜産食料品，魚
介水産食料品等の加工，販売業等を営むもの，被告人Ｆは，同被告会社の代表取締役
としてその業務全般を統括しているもの，被告人Ｈは，被告会社Ａの札幌出張所長とし
て同出張所の業務全般を掌理していたもの，被告人Ｉは，Ｊ株式会社の業務部長として
同社の業務全般を掌理していたものであるが，
第１　被告人Ｃ，同Ｄ，同Ｅ，同Ｇ及び同Ｆらは，共謀の上，

１　被告人Ｃ，同Ｄ，同Ｅ，同Ｇの４名において，被告会社Ａの業務に関し，被告人Ｆに
おいて，被告会社Ｂの業務に関し，不正の目的をもって，別表１（省略）記載のとお
り，平成１３年９月２４日ころから同年１２月３１日ころまでの間，被告会社Ｂにおい
て，ブラジル連邦共和国（以下「ブラジル」という。）又はタイ王国産の食肉商品であ
る輸入冷凍鶏肉の解凍肉合計約４万１７０６キログラムを被告会社Ａの社名入りの
「食鳥検査合格品，国産鶏肉，Ｘチキン」又は「食鳥検査合格品，国産鶏肉，Ｙチキ
ン」等と印刷されたビニール袋及び同内容が印刷された段ボール箱の包装資材に
詰め替え，これがあたかも同社で加工した国産銘柄鶏の鶏肉である商品名「Ｘチキ
ン」又は国産鶏肉である商品名「Ｙチキン」の生鮮品であるかのように表記し，もっ
て商品につきその原産地，品質等について誤認させるような表示をして不正競争を
行い，

２　低単価の外国産冷凍鶏肉を高単価の国産鶏肉又は国産銘柄鶏肉である旨偽っ
て，その販売名下に金員を詐取しようと企て，別表２（省略）記載のとおり，平成１３
年９月２５日ころから同年１２月３１日ころまでの間，福島県郡山市ｍ丁目ｎ番ｏ号株
式会社Ｋほか２社からの前記「Ｙチキン」又は「Ｘチキン」の買入れ注文に関し，真実
は，宮城県の行う食鳥検査を受けたものでも，国内産でもないのに，これを秘し，前
記方法により虚偽表示をした外国産解凍鶏肉合計２１８４キログラムを前記「Ｙチキ
ン」又は「Ｘチキン」であるかのように装って株式会社Ｋほか２社の関係店舗に納入
の上，同年１０月９日ころから同１４年１月６日ころまでの間，株式会社Ｋ事務管理
部総括マネージャーＬほか２名に対し，８回にわたり，その代金合計１３７万１２１６
円を請求し，同人らをしてその旨誤信させ，よって，同１３年１０月１５日ころから同１
４年２月１２日ころまでの間，３回にわたり，株式会社Ｋほか２社から，上記納入に
係る鶏肉の売買代金として，東京都千代田区ｐ丁目ｑ番ｒ号株式会社Ｍ銀行のＡ株
式会社名義の当座預金口座等に合計１３７万１２１６円の振込入金を受け，もって
人を欺いて財物を交付させ，

第２　被告人Ｈ及び同Ｉらは，共謀の上，被告人Ｈにおいて，被告会社Ａの業務に関し，
不正の目的をもって，別表３（省略）記載のとおり，平成１３年１２月５日ころから同１
４年１月９日ころまでの間，岩手県気仙郡ｓ町ｔ番地ｕＪ株式会社において，ブラジル
産の食肉商品である輸入冷凍鶏肉の解凍肉合計約７５３６キログラムを「食鳥検査
合格品，国産鶏肉，岩手・ｓ産」等と印刷されたビニール袋及び「食鳥検査合格品，
国産鶏肉，新鮮なＹチキン」等と印刷された段ボール箱の包装資材に詰め替え，こ
れがあたかも国産鶏肉の生鮮品であるかのように表記した上，同１３年１２月５日こ
ろから同１４年１月１０日ころまでの間，２７回にわたり，上記Ｊ株式会社ほか２か所
において，株式会社Ｎから商品の運搬の委託を受けたＯ株式会社搬送担当者等に
対し，上記包装にかかる鶏肉合計約７５３６キログラム（合計６２８箱）を納品し，もっ



て商品につきその原産地，品質等について誤認させるような表示をしてこれを引き
渡し，不正競争を行った

ものである。
（量刑の理由）
　本件は，被告会社Ａの東北営業部長であった被告人Ｃ，同被告会社の仙台営業所長
であった被告人Ｄ，同営業所の所長代理であった被告人Ｅ，同営業所の営業担当員で
あった被告人Ｇ及び被告会社Ｂの代表取締役であった被告人Ｆらが共謀の上，被告人
Ｃ，同Ｄ，同Ｅ及び同Ｇが被告会社Ａの業務に関し，被告人Ｆが被告会社Ｂの業務に関
し，不正の目的をもって，被告会社Ｂにおいて，ブラジル産輸入冷凍鶏肉等を解凍する
などし，これを国産生鮮鶏肉等の表示のある包装資材に詰め替えて偽装し，鶏肉の原
産地，品質等について誤認させるような表示をするとともに（判示第１の１），上記のとお
り，偽装したブラジル産輸入冷凍鶏肉等を解凍したものを，あたかもこれが国産生鮮鶏
肉であるかのように装い，各小売店に販売してその代金を詐取した（判示第１の２）とい
う不正競争防止法違反，詐欺の各事案と，被告会社Ａの札幌出張所長であった被告人
Ｈ及びＪ株式会社の業務部長であった被告人Ｉらが共謀の上，被告人Ｈにおいて被告会
社Ａの業務に関し，不正の目的をもって，Ｊ株式会社において，上記と同様の鶏肉の偽
装を行い，運送会社の搬送担当者等に対し，偽装した鶏肉を納品して，鶏肉の原産地，
品質等について誤認させるような表示をして引き渡したという不正競争防止法違反の事
案（判示第２）である。
　犯行の動機を見ると，日本国内では，特にクリスマスから年末にかけての時期に，国
産鶏もも肉の需要が通常と比べて大幅に増える傾向があり，他方，鶏の生産量をある
時期に限って急激に増やすということはできず，生産量を増やせるのはせいぜい２割く
らいであったため，需要の増加する１２月などには，小売店からの注文に応じて国産生
鮮鶏肉を出荷することは困難な状況であり，加えて，平成１３年９月に日本国内でいわ
ゆる狂牛病に感染した牛が発見された後は，国産鶏肉の需要が急増し，もはや小売店
から注文を受けた数量の商品を用意できないことが必至であったところ，被告会社Ａの
従業員である各被告人において，欠品を生じた場合，小売店側から，店頭での販売価
格の弁償というようなペナルティーを課されたりするばかりか，場合によっては取引を停
止されるなどの事態になるかもしれず，多数の競争相手がいる中，一時の欠品によって
取引先を失うことは多額の利益を失うことになり，そうすれば，ほかの従業員の前で営
業所の利益が減ったことを責められるが，偽装した外国産輸入冷凍鶏肉を国産鶏もも
肉として販売すれば，相当額の利益を得ることができるなどと考えたことから，一方，被
告人Ｆにおいては，平成１３年も，年末近くになれば，仙台営業所から被告会社Ｂにこれ
までと同様に偽装作業の依頼があるだろうなどと考え，そうなれば当然その依頼を引き
受けるつもりでいたことなどから，また，被告人Ｉにおいては，大口取引先である被告会
社Ａの偽装依頼を断れば，同被告会社との取引が停止されてＪ株式会社が大きな打撃
を受けるなどと考えたことから，それぞれ本件各犯行に及んだというのである。
　しかしながら，欠品が生じるのであれば，小売店に対して注文どおりに納品できない事
情等を説明するなどして事態の打開を図るべきであったのに，上記のとおり，被告人ら
は，所属する各会社の利益や自らの組織内での地位等の確保などのために，取引先で
ある小売店の信用や最終的に食品を口にする消費者などについて何ら顧慮することも
なく，判示各犯行を敢行したものであって，その動機は，極めて身勝手かつ自己中心的
であって，酌むべき事情はない。
　次に，犯行の態様を見ると，判示第１の１の犯行については，被告会社Ｂにおいて，ブ
ラジル産輸入冷凍鶏肉等を解凍し，解凍肉を生鮮品のように装うため，ドリップと呼ばれ
る解凍の際に生じる水分をふき取り，ドリップで目減りした分は別の肉を加えて１袋あた
りの表示量以上にし，特別な連絡がなければ消費期限は詰め替えの日から六，七日に
設定するなどという被告会社Ａの仙台営業所側の指示の下に，判示第２の犯行につい
ては，Ｊ株式会社において，被告会社Ａの札幌出張所側の依頼を受けた被告人Ｉの指示
の下に，それぞれ解凍したブラジル産輸入冷凍鶏肉等を国産生鮮鶏肉である旨の表示
のあるビニール袋に詰め替えて真空パック加工を施した上，そのビニール袋に詰め替え
の日から６日ないし９日の品質保持期限を印字し，さらに，国産生鮮鶏肉である旨と上
記のような品質保持期限が表示された段ボールに，上記鶏肉を詰め替えたビニール袋
を梱包するなどしたものであり，さらに，判示第１の２においては，上記のように偽装した
ブラジル産輸入冷凍鶏肉等を，そのまま国産生鮮鶏肉であるかのように偽って小売店
に販売するなどしたというのであるが，いずれも外国産輸入冷凍鶏肉を解凍したもので
あると区別するのは困難で，巧妙な犯行態様であり，極めて悪質である。
　さらに，犯行の結果を見ると，判示第１の２の詐欺の各犯行については，その被害金



額は少なくない上，判示第１の１及び判示第２の不正競争防止法違反の各犯行につい
ては，偽装された鶏肉の総量は，仙台営業所においては４万１７０６キログラム，札幌出
張所においては７５３６キログラムといずれも極めて多量であり，しかも，被告会社Ａが
食肉業界の大手企業であることからすれば，その社会的影響が極めて甚大であったこ
とは明らかであり，前記のとおり，いわゆる狂牛病の影響により例年に比べて鶏肉の需
要が高まっていた本件各犯行当時，国産鶏肉の表示を信頼してこれを購入した小売店
及び消費者が，実際には外国産輸入冷凍鶏肉であったことに気づかないままこれを店
舗に陳列し，あるいは消費したであったであろうことに照らせば，本件各犯行は，公正な
競争を害したばかりでなく，鶏肉の表示全般に対する信頼を損なうとともに，鶏肉の表示
を信頼した多数の関係者，殊に消費者を裏切る著しく背信的な犯行というべきである。
被告会社Ａと取引関係にある関係業者らが，被告会社Ａを含む一部業者のおかげで食
肉業界は一番大切なお客様の信用を失った，業界の信用を揺るがす卑劣なことをした，
だまされたという憤りを感じるなどと述べているのも当然であって，犯行の結果は重大で
ある。
　加えて，被告会社Ａの仙台営業所では，平成７年ころから，国産冷凍鶏肉を国産生鮮
鶏肉である旨表示されたビニール袋に詰め替えるなどするようになり，その詰め替えの
量も年々増加し，平成９年以降は，仙台営業所の職員のみでは詰め替え作業が困難と
なったことから被告会社Ｂに詰め替えを依頼するようになるとともに，詰め替える冷凍鶏
肉も国産品からブラジル産等を用いるようになるなかで，判示第１の各犯行に及んだの
であり，本件は，上記のように仙台営業所及び被告会社Ｂにおいてそれまで行われてき
た鶏肉偽装の一環であると認められるほか，札幌出張所での犯行の背景には，同出張
所長であった被告人Ｈが，被告会社Ａの他の営業所において，ブラジル産輸入冷凍鶏
肉を国産鶏肉と偽装して販売していたと知っていたこと，同被告人自身，ブラジル産輸
入冷凍鶏肉を国産鶏肉として販売した経験があったことなどの事情が認められるのであ
り，さらに，仙台営業所を含め，被告会社Ａの各営業所において，欠品対策と称して本
件各犯行と同様の行為が繰り返されていたこともうかがわれるのであって，被告会社Ａ
については，その管理，監督責任が厳しく問われるべきである。
　また，被告会社Ｂについては，判示第１の１の仙台営業所における鶏肉偽装の実行行
為を担うなど，判示第１の各犯行に不可欠な役割を果たしている点で，被告人Ｃは，平
成１３年４月ころから被告会社Ａの東北営業部長の地位にあり，仙台営業所の最高責任
者であったのに，被告人Ｄらから鶏肉の偽装について報告を受けたにもかかわらず，何
らの措置を講じることなく，安易に了承した点で，被告人Ｄは，平成７年から被告会社Ａ
の仙台営業所長の地位にあり，業務全般を統括していたところ，長年鶏肉の偽装に関
与し，判示第１の各犯行においては，被告人Ｅや同Ｇらに対し，鶏肉偽装の手法等を具
体的に指示した点で，被告人Ｅは，平成１３年１０月２２日まで株式会社Ａの仙台営業所
長代理の地位にあり，被告人Ｇは同営業所の営業担当であったところ，判示第１の各犯
行において，被告人Ｄらの指示の下，被告会社Ｂに対する偽装鶏肉の発注等の指示を
行う役割を担った点で，被告人Ｆは，被告会社Ｂの代表者として，同社の経営全般を統
括していたところ，長年にわたり，被告会社Ａ仙台営業所の依頼を受けて，実際に鶏肉
の偽装を行い，判示第１の各犯行においても，従業員に指示するのみならず，自らも偽
装作業を行うなどした点で，被告人Ｈは，被告会社Ａ札幌出張所長の地位にあり，同出
張所の業務全般を統括していたところ，被告人Ｉに対して鶏肉の偽装を持ちかけて判示
第２の犯行を主導した点で，被告人Ｉは，平成１１年６月ころから，Ｊ株式会社業務部長の
地位にあったところ，部下に指示するなどして，判示第２の鶏肉偽装の実行行為を担っ
た点で，いずれも犯情は悪く，以上によれば，各被告会社及び各被告人の刑責は重い。
　しかしながら，被告会社Ａについては，本件発覚後は捜査に協力して事案の解明に努
めるとともに，本件を含む鶏肉偽装問題の責任者に対する社内処分の実施，営業所を
廃止して物流配送等の業務を全て外部に委託するなどの組織変更，法令及び企業倫
理の遵守を徹底するための社内教育体制の整備や相談窓口の設置，第三者機関立会
による検査の実施等種々の再犯防止策を講じているほか，同被告会社が平成１４年度
決算において約１億３７００万円の税引前損失を計上したことなどからすれば既に一定
の経済的制裁を受けたともいえること，被告会社Ｂ及び被告人Ｆについては，判示第１
の各犯行において，いずれも仙台営業所からの指示を拒絶しがたい従属的地位にあっ
たと認められるほか，被告会社Ｂについては，平成１５年２月期の決算において約１１４
１万円の税引前損失を計上するなどして，既に一定の社会的，経済的制裁を受けてお
り，また，社員間で法令遵守のための勉強会を開催するなど再犯防止にも努めていると
認められること，被告人Ｃ，同Ｄ，同Ｅ，同Ｇ及び同Ｈについては，今後予定されているこ
とも含めて被告会社Ａの内部処分がなされ，既に一定の社会的制裁を受けていること，



被告人Ｉについては，判示第２の犯行において従属的地位にあったと認められるほか，Ｊ
株式会社からの退職を余儀なくされるなど相当程度の社会的制裁を受け，また，現在，
鶏肉卸売業の会社を経営しているが，二度と同じような不誠実なことはしないと誓ってい
ること，各被告会社の代表者及び各被告人が，本件各犯行について反省の情を示し，
今後の法令遵守を誓約していること，各被告人にはいずれも前科前歴がなく，本件によ
り相当期間の身柄拘束を受けたことなど，各被告会社及び各被告人に有利ないし斟酌
すべき事情も認められる。
　そこで，以上の事情を総合考慮し，各被告会社及び各被告人を主文の刑に処するの
が相当であると判断した。
　よって，主文のとおり判決する。
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